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令和４年第20回 議会運営委員会 会議結果 

（第４回定例会中日）令和４(2022)年12月５日(月) 09:00～09:28 第１委員会室 

 

《出席者》永井 委員長（兼 公明党代表）、清水 勇 副委員長（兼 会派きぼう代表）、 

清水優一郎 委員、竹村 委員、小林 委員、木下 委員、熊谷 委員（兼 新政いいだ代表）、 

原 委員（兼 会派みらい代表）、井坪 議長、山崎 副議長 

 

【○説明事項、□意見、★確認・決定事項、◎会派検討依頼事項】 

---------------------------------------------------------------------------- 

１ 第４回定例会中日提出議案の概要について 

★説明のとおり確認 

○執行機関側から一般案件２件を追加議案として12月７日に提出する。 

 

２ 議案の取扱いについて 

★説明のとおり決定 

○議案第107号及び議案第108号の２件については、12月８日の一般質問に引き続いての

本会議において、議案説明、質疑を行った後、付託議案一覧表のとおり、所管の常任

委員会に付託し、審査を行う。 

○付託議案に関する質疑については、議案説明後、議長から質疑を諮り、挙手がある場

合は、質疑通告の時間、続いて質疑の時間を確保する。 

 

３ 代表質問及び一般質問の日程について 

 ★説明のとおり決定 

○通告を行った議員は、代表質問５人、一般質問10人。 

〇古川仁議員から、本日から明後日まで本会議を欠席するとの届け出あり。 

〇古川議員が本会議に欠席すると、飯田市議会会議規則第51条第４項の規定により、代

表質問の通告は効力を失う 

〇古川議員の代表質問は、12月６日の予定であり、午後の最初の質問者。今回の取り止

めにより、小林 真一 議員の代表質問終了後、直ちに休憩に入り、予定通り午後２時

20分からの一般質問を行うことで、他の議員の方の傍聴への影響はない 

○本日12月５日に代表質問３人、６日は代表質問１人、一般質問６人、７日は一般質問

５人となる。 

○開会時間は、本日12月５日と６日は午前10時、７日は午前９時からとなる。 

○質問答弁時間は予定であり、実際の進行により、若干前後する場合もある。 

○12月７日は、一般質問に続いて、追加議案の議案審議を行う。 
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○予算決算委員会以外の各常任委員会は、12月８日に総務委員会、９日に社会文教委員

会、週休日を挟んで、12日に産業建設委員会の各常任委員会を開催。いずれも、第一

委員会室で開催し、開会時間は午前10時。なお、各常任委員会において審査が終了し

なかった場合には、予備日である12月13日に審査を行う。 

○12月14日にリニア推進特別委員会を開催し、12月16日が定例会の閉会日となる。 

 

４ 最終日の日程等について 

★説明のとおり決定 

○12月16日は、午前９時から予算決算委員会 後期全体会の開催を予定。その後、11時

から閉会日の議会運営委員会の開催を予定。 

○本会議は、午後１時からとし、日程第３の委員長報告では、特別委員会の委員長に報

告を願い、また請願陳情の審査の終了を受け、当該審査を行った常任委員会の委員長

から報告を行う。 

○続いて、日程第４で議案審議を行う。付託議案に係る委員長報告のあと、質疑、討

論、採決の順序で進める。 

○審査結果に対し、反対・賛成の討論、反対・賛成の意思表示又は修正の動議を提出す

る場合は、12月14日水曜日の午後５時までに、通告書又は修正動議の案を書面にて事

務局へ提出する。 

○なお、追加議案があれば上程し、説明、質疑通告の時間を取り、必要に応じて、委員

会付託、委員会を開催した後に、委員長報告、質疑、討論、採決という順序で進める

ことになる。また、議会議案については、請願・陳情その他により、上程されれば審

議を行う。 

○日程第５は、会期中に請願・陳情の提出があれば、上程をして委員会付託を行う。 

○日程第６では、各委員会から閉会中の継続審査の申し出があれば決定し、日程第７で

は、令和５年第１回定例会までの間に予定される議員派遣について決定を行う。 

 

《議会の自律的事項》 

５ 議長記者会見について 

 ★議長説明のとおり決定 

○議長から、12月19日の午前10時から第２委員会室において記者会見を行う旨の説明あ

り。 

〇記者会見の内容は以下の３点。 

 ①令和４年第４回定例会の特徴的な議案審査 

 ②地方議会評価モデルの途中経過 

 ③議会報告・意見交換会の開催結果 
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６ 定例会の反省について 

★説明のとおり確認 

○「定例会の反省」に関しては、令和５年１月13日に開催する自律的な議会運営委員会

において協議する。 

〇反省にあたり、議会運営等の観点から項目を挙げたので、会派や委員会等を通じて確

認の上意見集約を行い、12月23日までに議会事務局へ任意の書式で電子データを提出

する。 

 

７ その他 

 ★当面の日程について確認。 

○第４回定例会の閉会日議運を12月16日の午前11時から第１委員会室で開催。 

〇定例会の反省について協議するため、令和５年１月13日の午後３時30分から自律的な

議会運営委員会を第１委員会室で開催。 

 

以上  


